
消
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
三
日

参

議

院

総

務

委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
そ
の
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
大
都
市
圏
を
中
心
に
救
急
搬
送
が
広
域
的
に
行
わ
れ
て
い
る
現
状
に
か
ん
が
み
、
都
道
府
県
が
策
定
す
る
実
施
基
準
に
つ

い
て
は
、
都
道
府
県
間
の
調
整
が
図
ら
れ
、
区
域
を
越
え
た
広
域
的
な
連
携
に
十
分
配
慮
し
た
実
効
的
な
も
の
と
な
る
よ
う
、

必
要
に
応
じ
、
情
報
の
提
供
、
助
言
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

二
、
救
急
搬
送
・
受
入
れ
に
関
す
る
協
議
会
の
設
置
に
関
し
、
既
存
の
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
協
議
会
を
活
用
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
救
急
業
務
全
体
に
関
し
実
効
性
あ
る
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
メ
デ
ィ
カ
ル
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
体
制

の
一
層
の
整
備
を
図
る
こ
と
。

三
、
受
入
医
療
機
関
の
選
定
に
困
難
を
伴
う
事
案
や
救
急
搬
送
に
長
時
間
を
要
す
る
事
案
が
多
発
す
る
根
本
原
因
と
し
て
、
救

急
医
療
に
携
わ
る
医
師
、
看
護
師
等
の
不
足
及
び
財
政
措
置
の
不
十
分
さ
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、
早
急
に
そ

の
改
善
に
取
り
組
む
こ
と
。

四
、
消
防
職
員
が
不
足
し
て
い
る
中
、
救
急
出
場
件
数
の
増
加
に
対
す
る
救
急
搬
送
体
制
が
必
ず
し
も
十
分
に
対
応
し
た
も
の

と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
踏
ま
え
、
救
急
業
務
に
係
る
財
政
措
置
を
拡
充
す
る
こ
と
。
ま
た
、
救
急
業
務
の
確
実
な
実
施
及

び
一
層
の
高
度
化
を
推
進
す
る
観
点
か
ら
、
救
急
隊
員
等
の
人
員
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
教
育
の
更
な
る
充
実
に
努
め
る

こ
と
。

右
決
議
す
る
。


